
令和 8年 5月 21日 

 

大崎設備工業 株式会社 行動計画（第５回） 

 

 全ての社員が能力を発揮し、仕事と家庭を両立できる職場環境の整備を行うため、当

社では次の行動計画を策定する。この計画を実施することにより、所定外労働時間の削

減および育児・介護休業の取得率向上を図る。 

 

１．計画期間    令和 8年 5月 21日から令和 13年 5月 20日まで 

２．目標と取組内容 

 

 

  

 【目標を達成するための取組内容と実施時期】 

  ◆令和 ８年 ６月～  ホームページ、求人サイト等の見直し 

              （女性応募可能であることを明記） 

  ◆女性技術者応募時～  女性技術者の積極的な採用 

  ◆採用半年後～     先輩女性社員との面談によるフォローアップ、 

ヒアリング 

 

 

 

 【目標を達成するための取組内容と実施時期】 

  ◆令和 ８年 ６月～  社内における育児休業・介護休業のための社内手続きや

必要書類等を詳細にまとめる 

  ◆令和 ８年１２月～  社内告知用の資料・手引きの作成 

  ◆令和 ９年 ６月～  社内に告知を行う 

以降、毎年３月に資料・手引きの見直しを行い、更新す

る 

 

 

 

  【目標を達成するための取組内容と実施時期】 

  ◆令和 ８年 ７月～  現状の業務量および業務内容、時間外作業の把握 

  ◆令和 ９年 １月～  業務内容の見直し、有効な DX化等の取組み検討 

  ◆令和 ９年 ７月～  時間外に対する意識改革等の研修の実施 

DX化等の取組み実施 

目標１：女性技術者採用に向けた取り組みを行い、期間内に 1名以上の女性技

術者を採用する。 

目標２：社内における育児休業・介護休業の手引きを作成・周知する。 

目標３：全社員の時間外・休日労働時間の平均を 10％削減する。 


